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各学校で作成している安全点検表において、設置経緯が不明等の理由により点検の対

象外となっているものがないか確認し、把握漏れのない安全点検表としてください。

毎月の安全点検

安全対策 点検終了

安全性に問題なし

学
校
園

学校施設課

児童生徒等の安全確保に支障となる事項を認めた場合は、危険

物の除去、修繕、危険箇所の明示、立入禁止や使用禁止又は使

用場所の変更を行うなど適切な措置を講ずる。（校舎等修繕料

又は少額随契による工事等）

安全点検 「目視」等による点検

（法定点検の結果も

参照すること）

「目視」「触診」「打音」「振動」「負荷」「作動」

など複数の方法を組み合わせて点検

安全性に問題あり 安全性の判断が困難

専門的な点検

設置場所や構造上の複雑さ、表面の塗装等

により金属疲労・腐食・破損等の状態を正確

に把握できない場合、専門的な点検を行う

毎月の「学校安全の日」に安全点検表

により安全点検を行う。

専門家

相談

対応

依頼

安全性に問題あり

安全性に問題なし

依頼

助言

学校施設課

学校保健体育課

相談

日常の点検

臨時の安全点検
助言


